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新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する関係閣僚会議 

議事概要 

 

１ 日時 

令和２年１月 24日（金）9 時 25分～9時 35分 

 

２ 場所 

官邸４階大会議室 

 

３ 出席者 

内閣総理大臣 安倍 晋三 

副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣 麻生 太郎 

総務大臣，内閣府特命担当大臣 高市 早苗  

法務大臣 森 まさこ 

外務大臣 茂木 敏充 

文部科学大臣 萩生田 光一 

厚生労働大臣 加藤 勝信 

農林水産大臣 江藤 拓  

経済産業大臣，内閣府特命担当大臣 梶山 弘志 

国土交通大臣 赤羽 一嘉 

環境大臣，内閣府特命担当大臣 小泉 進次郎 

防衛大臣 河野 太郎 

内閣官房長官 菅 義偉 

国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣 武田 良太 

内閣府特命担当大臣 橋本 聖子 

  内閣官房副長官 西村 明宏 

  内閣官房副長官 岡田 直樹 

  内閣官房副長官 杉田 和博 

  内閣大臣補佐官 長谷川 榮一 

  内閣危機管理監 沖田 芳樹 

  内閣官房副長官補 古谷 一之 

  内閣官房副長官補 前田 哲 
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４ 議事概要 

【厚生労働大臣】 

今般の新型コロナウイルスに関連した感染症については、１月 23 日 12 時時点で、

中国において 571名の患者が確認されており、そのうち 17名が亡くなっているほか、

タイや日本、韓国、台湾、アメリカでも武漢市に滞在歴のある患者が確認されていま

す。これに加え、本日未明、我が国で、武漢市からの旅行者１名の感染が確認されま

した。 

厚生労働省においては、１月 21 日の閣僚会議の決定に基づく対応の徹底を図ると

ともに、水際対策について、中国からの全ての航空便において、健康カードの配布や

機内アナウンスを実施するよう、航空会社に要請するとともに、当面は機側等での健

康カードの配布を本日から実施したり、医療体制について、原因不明の肺炎患者を把

握して検査につなげる疑似症サーベイランスを強化するなど更に取組を強化するこ

とにいたしました。 

国民の皆様に対しては、過剰に心配することなく、季節性インフルエンザと同様に

咳エチケットや手洗い等の感染症対策に取り組んでいただけるよう、適切な情報提供

に努めてまいります。 

 

【外務大臣】 

外務省は、海外安全ホームページやメールを通じ、在留邦人と海外渡航者に情報発

信・注意喚起を行ってきたほか、昨日は北京で在留邦人向けの説明会を開催しました。

武漢市は在中国大使館が所管しており、大使館が大使をヘッドとする対策本部を立ち

上げ、対応にあたっています。 

昨日、武漢市の感染症危険情報をレベル２「不要不急の渡航は止めてください」に

引き上げました。公共交通機関の遮断及び駅・空港の閉鎖が発表された武漢市には、

在留届・「たびレジ」の届け出によれば現在約 710 名の邦人が滞在していると見られ

るところ、近隣の都市を含めて、邦人の健康状態や安否確認に努めてまいります。 

現在、武漢市の物流は止まっていませんが、食料や医療品等生活必需品の不足が生

じないかを含めて状況を注視し、支援の必要がある場合にはすぐに対応できるよう、

万全を期してまいります。また、パニックが起きないよう、これまで以上に丁寧かつ

きめ細やかな情報提供や対応を行ってまいります。 

中国のその他の地域については、レベル１「十分注意してください」を維持してい

ますが、引き続き感染状況を注視し、それに応じた感染症危険情報を適時適切に発出

できるよう、現地政府や関係機関としっかり連携し、引き続き高い緊張感を持って情

報収集と邦人への注意喚起を行ってまいります。 

 

【内閣総理大臣】 

今般の中国武漢市における新型コロナウイルスに関連した感染症については、本日

未明、世界保健機関が、『国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態』を宣言する状

況にはないものの、ヒトからヒトへの感染は認められ、中国以外の国においてはサー
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ベイランスが重要との声明を発出しました。 

感染症の患者については、昨日までに中国において 571 名の患者が確認され、タイ、

韓国、台湾、アメリカでも患者が確認されるなど、患者数は増加しています。我が国

でも本日、２例目の患者が確認されました。こうした状況を踏まえ、政府としては、

１月 21 日の関係閣僚会議で決定した対応方針を一層強化して取り組むこととします。 

関係閣僚におかれては、検疫における水際対策の一層の徹底、サーベイランス強化

のための国立感染症研究所で実施している検査について、全国の地方衛生研究所でも

検査が可能となるよう体制を整備すること、国民の皆様に対する迅速かつ的確な情報

提供、在留邦人に対する現地大使館を通じたきめ細かな情報発信や必要な支援の実施

など、国内における感染拡大の防止や在留邦人の安全確保に向けて、引き続き全力を

挙げてください。 

国民の皆様におかれては、過剰に心配することなく、一般的な風邪の予防策を励行

し、落ち着いて行動していただくようにお願いを申し上げます。 

 

以 上 


